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申請手続き等

（ 1）営業許可申請（興行場法施行細則第 2 条）

経営者 （添付書類） (許可手数料)

① 別紙構造設備一覧表（様式②） 14,000 円の

② 構造設備を明らかにした図面 収入証紙

申 請 書 ③ 興行場の周囲おおむね 300 メートルの

様式① 区域内の状況を明らかにした縮尺

2,500 分の 1 の図面

④ 法人にあっては、定款又は寄付行為の写し

保健所 ⑤ 建築基準法に基づく検査済証の写し（根拠：昭和 44年 5月 21日

⑥ 消防法令適合通知書の写し 環衛第 9072 号課長通知）

書類審査 ⑦ その他（必要に応じて）

・市町村等地方公共団体が設置する場合条例規則の写し

・土地・建物の登記事項証明書

・営業の内容を記載した書類

・申請者が個人の場合は住民票の写し

・賃貸契約書の写し

・法人の場合は法人の登記事項証明書

※「構造設備の基準」のほか、建築基準法等の規制を受けるため、これらの

法令に規定する基準にも適合していないと興行場の営業許可を差し控える

こととなります。そのため、これらの法令に基づく許認可を受けていない

方は、関係機関に対して手続きを行ってください。（次頁参照）

現地調査

（チェック事項）

・ ねずみ、昆虫等の侵入を防止するため、外部に開放されている窓等に金

網等の設備が設けられていること。

・ 常に清潔が保てる構造設備であること。（床の材質並びに掃除用具、 専

用の保管庫）

・ 売店又は飲食物を扱う自動販売機を不潔な場所に設けないこと。

・ 採光、照明及び換気が十分できる設備があること。

・ 客席は、喫煙室、便所、売店等と隔壁により区画されていること。

・ 客席と舞台とは、適切に区画されていること。

・ 適当な数及び広さの便所が設けられていること。

・ 客席等には、温度計及び湿度計が適当な位置に設けられていること。

※ 屋外の興行場、仮設興行場等は基準を緩和することができる。

・喫煙室は施設の出入口から極力離れた場所に設けられていること。
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経営者 許可指令書の交付

＜参考（関係法令の一部）＞

規制区分 関係法令 関係機関・窓口

１建築物の建築の場合 建築基準法 各県民局

（建築確認）

２自然公園内の場合 自然公園法、県立自然条例 環境首都課

県立自然環境保全条例

３保安林の場合 森林法 森林整備課

４農地の場合 農地法 各県民局

５風致地区の場合 建築等規制条例 都市計画課等

６海岸保全地区の場合 海岸法 各県民局

７都市公園内の場合 都市公園法 都市計画課等

８河川（保全）区域の場合 河川法 各県民局

９港湾区域の場合 港湾法 各県民局

10 砂防指定地の場合 砂防法 各県民局

11 都市計画事業地内の場合 都市計画法 都市計画課等

12 風俗関連営業について 風俗営業等の規制及び業務 各警察署

の適正化等に関する法律
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（ 2）相続による地位承継届（興行場法施行細則第 2 条の 2）

経営者

届 遅 （添付書類）

出 滞 届 出 書 ① 戸籍謄本

書 な ② 相続人が 2 人以上ある場合において、その全員の

の く 様式③ 同意により営業者の地位を継承すべき相続人として

提 選定された者にあっては、その全員の同意書

出

保健所 書類審査

（ 3） 合併（分割）による地位承継届（興行場法施行細則第 2 条の 2）

経営者

（添付書類）

届 遅 届 出 書 定款又は寄付行為の写し

出 滞

書 な 様式④

の く

提

出

保健所
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（ 4）構造設備等変更届（興行場法施行細則第 3 条）

経営者

届 遅 （添付書類）

出 滞 届 出 書 変更事項 添付書類

書 な 構造設備を変更した場合 変更前及び変更後の構造設

の く 様式⑤ 備を明らかにした図面

提 名称、種別、定員 不要

出

保健所 書類審査（状況により現地調査）

（ 5）営業者住所等変更届（興行場法施行細則第 3 条）

経営者

届 遅 （添付書類）

出 滞 届 出 書 変更事項 添付書類

書 な 法人経営の法人格又は代 法人の登記事項証明書の

の く 様式⑥ 表取締役の変更 写し

提 経営者の氏名変更 戸籍抄本

出

保健所 書類審査
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（ 6）営業休止（廃止・再開）届（興行場法施行細則第 3 条）

経営者

届 10 （添付書類）

出 日 届 出 書 営業の一部を停止し、又は廃止した場合には、その停止し、

書 以 廃止した営業に係る興行場の構造設備を明らかにした図面

の 内 様式⑦

提 に

出

保健所 書類審査（状況により現地調査）
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様式第１号（第２条関係） 様式①

徳島県収入証紙ちょう付欄

興行場営業許可申請書

年 月 日

徳島県
総合県民局長

殿
東部保健福祉局長

住 所

申請者

氏 名 印

法人にあっては、主たる事務所の所在地

の所在地及び名称並びに代表者の氏名

電話（ － － ）

業として興行場を経営したいので、次のとおり申請します。

１ 名 称

２ 所 在 地

３ 種 別

４ 構造設備 別紙に記載

５ 定 員

６ 営業開始年月日

備考 次に掲げる書類を添付すること。

１ 構造設備を明らかにした図面

２ 興行場の周囲おおむね 300 ﾒｰﾄﾙの区域内の状況を明らかにした縮尺 2,500 分の 1 の図面
３ 法人にあっては、定款又は寄付行為の写し
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別紙 様式②

１種別 ４ (1)面積 階 m・ 階 m2 2

２ (1)昆虫等の侵入防止の 網戸 ・ 金網 ・ 喫 (2)換気設備の種類 階 （ ）

ための設備 その他（ ） 煙 及び排出経路 階 （ ）

施 室

(2)床の構造 ｺﾝｸﾘｰﾄ ・ ﾘﾉﾘｭｰﾑ ・ 板 (3)照明 階 ルクス・ 階 ルクス

設 その他（ ）

５ 区分 階 階 階

全 (3)売店、自動販売機の 便所その他不潔な場所からの距離

位置 m 便 (1)便所の数 男 箇所 男 箇所

般 女 箇所 女 箇所

(4)用具類等 掃除機 台 ・ ほうき 本 所

その他（ ） (2)便器の数 男 個 男 個

散水用具 有 ・ 無 女 個 女 個

保管庫 箇所

(3)前室 男 m 男 m2 2

(5)温度計及び湿度計の 客席 温度計 個・湿度計 個 女 m 女 m2 2

設置状況 ﾛﾋﾞｰ 温度計 個・湿度計 個

(4)内壁の材料 男 男

３ (1)面積 階 m・ 階 m （腰張りの材質及 （ m） （ m）2 2

計 m び床からの高さ） 女 女2

客 （ m） （ m）
(2)定員 いす席 人・立見席 人

席 計 人 (5)便器の材質 男 男

女 女

(3)喫煙室、便所、売店 ｺﾝｸﾘｰﾄ ・ 板

等との隔壁の状況 その他（ ） (6)換気設備の種類 男 男

及び排出経路 女 女

(4)舞台との区画方法 段差・手すり・その他( )

(7)照明 男 ルクス 男 ルクス

(5)階下へのちり等の落下 女 ルクス 女 ルクス

防止のための措置

(8)汚物の処理方法 水洗（下水 ・ 浄化槽（ 人槽））

(6)いすの固定方法 等 その他（ ）

(7)換気 機械 台（毎時 m） ６ (1)ロビー ルクス3

空調 （機種 ）

（毎時 m） 照 (2)休憩室 ルクス3

(8)照明 ルクス 明 (3)出入口 ルクス

(9) (4)売店 ルクス

い

す (5)廊下 ルクス

及

び (6)階段 ルクス

通

路 (7)その他 ルクス

の

状 備

況

考
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様式第１号の２（第２条の２関係） 様式③

相続による地位承継届

年 月 日

徳島県
総合県民局長

殿
東部保健福祉局長

住 所

申請者

氏 名 印

年 月 日生

被相続人との続柄

電話（ － － ）

相続により興行場の営業者の地位を承継しましたので、次のとおり届け出ま

す。

１ 興行場 名 称

所在地

２ 被相続人 氏 名

住 所

３ 相続開始の年月日 年 月 日

備考 次に掲げる書類を添付すること。

１ 戸籍謄本

２ 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継

すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
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様式第１号の３（第２条の２関係） 様式④

合併（分割）による地位承継届

年 月 日

徳島県
総合県民局長

殿
東部保健福祉局長

主たる事務所の所在地

申請者 名 称

代表者の氏名 印

電話（ － － ）

合併（分割）により興行場の営業者の地位を承継しましたので、次のとおり

届け出ます。

１ 興行場 名 称

所在地

２ 合併により消滅した法人（分割前の法人）

名 称

主たる事務所の所在地

代 表 者 の 氏 名

３ 合併（分割）の年月日 年 月 日

備考 定款又は寄附行為の写しを添付すること。
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様式第２号（第３条関係） 様式⑤

興行場構造設備等変更届

年 月 日

徳島県
総合県民局長

殿
東部保健福祉局長

住 所

申請者

氏 名 印

法人にあっては、主たる事務所の所在地

の所在地及び名称並びに代表者の氏名

電話（ － － ）

興行場の構造設備（名称、種別、定員）を変更しましたので、次のとおり届

け出ます。

１ 名 称

２ 所 在 地

３ 変更の年月日

４ 変 更 の 事 項 新

旧

５ 変 更 の 理 由

備考 興行場の構造設備を変更した場合には、変更前及び変更後の構造設備を明らかにし

た図面を添付すること。
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様式第３号（第３条関係） 様式⑥

興行場営業者住所等変更届

年 月 日

徳島県
総合県民局長

殿
東部保健福祉局長

住 所

申請者

氏 名 印

法人にあっては、主たる事務所の所在地

の所在地及び名称並びに代表者の氏名

電話（ － － ）

住所（氏名、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、興行場の所在地）

に変更がありましたので、次のとおり届け出ます。

１ 名 称

２ 所 在 地

３ 変更の年月日

４ 変 更 の 事 項 新

旧

５ 変 更 の 理 由

備考 興行場の構造設備を変更した場合には、変更前及び変更後の構造設備を明らかにした

図面を添付すること。
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様式第４号（第３条関係） 様式⑦

興行場営業休止（廃止・再開）届

年 月 日

徳島県
総合県民局長

殿
東部保健福祉局長

住 所

申請者

氏 名 印

法人にあっては、主たる事務所の所在地

の所在地及び名称並びに代表者の氏名

電話（ － － ）

興行場の営業の全部（一部）を休止（廃止、再開）しましたので、次のとおり届け出ま

す。

１ 名 称

２ 所在地

３ 休止の期間（廃止、再開の年月日）

４ 休止（廃止、再開）の理由

５ 一部の休止（廃止、再開）の場合は、その休止（廃止、再開）の部分

備考 営業の一部を休止し、廃止し、又は再開した場合には、その休止し、廃止し、又は

再開した営業に係る興行場の構造設備を明らかにした図面を添付すること。


